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（11）高崎市役所 ☎027-321-1111

市
と
地
域
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
で
す

5
月
10
日
に
新
任
区
長
へ
辞
令
の
交
付
と
事
務
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。

今
年
度
か
ら
新
し
く
区
長
に
な
っ
た
1
8
0
人
の
皆
さ
ん
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
企
画
調
整
課
（
☎
0
2
7
・
3
2
1
・
1
2
0
6
）
へ
。
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インターネットオークションを実施
差し押さえた財産を公売します

　市税の滞納処分として差し押さえた財産を、紀尾井町戦略研究所株
式会社が運営するインターネットオークションを利用して公売します。
ゲームソフトや鉄道模型など、下表以外にも出品物があります。出品
物やオークションの参加方法など詳しくは、「KSI 官公庁オー
クション」のトップページから「行政機関一覧」に入り「高
崎市」のページ（右記）で確認できます。　
●参加申込期間＝ 6月 9日㈮午後 1時～ 27日㈫午後 11時　●入札
期間＝ 7月 4日㈫午後 1時～ 6日㈭午後 11時

売却区分番号 種別 内容 最低入札価格 公売保証金
5-31 ゲーム機 ニンテンドー 3DS LL 8,000 円 800円
5-32 漫画本 はじめの一歩（1～ 105巻） 3,500 円 400円
5-33 ゴルフ用品 W

ワ ー ル ド
orld E

イ ー グ ル
agle クラブセット 8,000 円 800円

5-36 釣り具 釣り道具 1式 5万 3,000 円 5,300 円
5-37 フィギュア 真ゲッターロボ 2 体 9,000 円 900円
5-39 バイク PCX125 5 万円 5,000 円

■出品物

PCX125 ゴルフクラブセット

児童手当についてのお知らせ
手当が支給されなくなった後に、所得が上限限度額を下回った人は申請を

　中学生までの子どもの保護者に支給している児童手
当について、昨年度から手続き方法や支給対象が一部
変わりました。詳しくは、市ホームページを確認して
ください。　
支給されなくなった後に所得が上限限度額を下
回った場合は、忘れずに申請を
　令和 4年 6月分から、生計の中心となる人の所得
が上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
支給されなくなった後に、所得が上限限度額を下回っ
た場合は、改めて申請が必要です。上限限度額は、市
ホームページで確認できます。申請は、6月 30日㈮
までか、市民税・県民税納税通知書や特別徴収納税通
知書などを受け取った日の翌日から、15日以内に行っ
てください。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は
支給されません。
現況届の提出が必要な人は忘れずに提出してください
　現況届の提出は、昨年度から原則不要になりました
が、児童と別居している場合などは、引き続き提出が

必要です。該当する人には、現況届を 5月 31日に発
送しました。必要事項を記入し、6月 30日までに提
出してください。
変更手続きはお早めに
　受給中、次のような場合は、速やかに手続きをして
ください。手続きが遅れると、受けた手当を返還して
もらう場合があるので注意してください。
●受給者・配偶者・児童のいずれかの住所を異動した
●養育している児童に増減があった（出生や児童の婚
姻など）●児童を養育しなくなった（離婚など）●受
給者か配偶者が公務員になった　●受給者から配偶者
などに生計の中心が変わった　●婚姻などにより配偶
者を持った　●所得の申告に変更があった　● 3歳
未満の児童がいる場合、受給者の加入する年金が変
わった

市ホームページ▶ 

問い合わせ先=こども家庭課（☎027-321-1247）

問い合わせ先 =納税課（☎ 027-321-1226）


